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(5) 木材加工・流通施設被害 (6) 特用林産物生産施設被害
被 害 箇 所：５箇所 被 害 箇 所：73箇所
被害の概要：保管庫の屋根損壊等 被害の概要：ほだ場損壊等
被 害 額：38百万円 被 害 額：77百万円

日向市（資材保管庫の屋根損壊） 五ヶ瀬町（ほだ場とほだ木の損壊）

２ 主な対応状況等

(1) 災害箇所の早期復旧に向けた対応等

① 林道被害
林道を管理する市町村において、速やかに災害復旧が実施できるよう、工法

検討などの技術的支援や人的支援を行うとともに、災害査定等に係る国との調
整を行う。

② 林地被害
災害箇所について、速やかに調査測量設計業務を実施し、国や関係市町村と

連携して迅速な応急対策及び早期復旧を図る。

③ 森林被害
国庫補助事業により、被害木等の伐採・搬出（特殊地拵え）及び速やかな再

造林を推進し、早期復旧を図る。

④ 自然公園被害
国交付金事業や県単事業により、関係町と連携して九州自然歩道の手摺りや

路盤が流出する等、被害が甚大な箇所を優先して早期復旧を図る。

⑤ 木材加工・流通施設被害
各施設の損害保険適用等により復旧予定となっている。

⑥ 特用林産物生産施設被害
国庫補助事業や県単独事業等により再整備に要する経費を支援する。

(2) 国への要望

① 農林水産省（林野庁）への要望
林地崩壊や森林被害及び林道施設災害等の早期復旧を図るための予算確保と

重点配分について要望
（９月30日 知事から農林水産大臣への要望 等）

② 環境省への要望
九州自然歩道の被害について、国交付金事業の予算確保と本県への追加配分

について要望
（９月26日 環境森林部長から環境省への要望 等）
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